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１．この投資信託説明書（目論見書）により行う「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の募集については、委託会社

は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成20年2月19日に関東財

務局長に提出しており、平成20年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定に

より有価証券届出書の訂正届出書を平成20年8月19日に関東財務局長に提出しております。 

２．「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場等

の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当フ

ァンドは元本が保証されているものではありません。 
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Ⅰ．投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

平成20年8月19日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・ＴＯＰＩＸオープ

ン投資信託説明書（交付目論見書） 2008年2月」（以下「原交付目論見書」といいます。）の記載

事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 

Ⅱ．訂正箇所および訂正後の内容 

原交付目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

 

 

 

１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の募集については、委託

会社は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成20年2月19日に関東

財務局長に提出しており、平成20年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定に

より有価証券届出書の訂正届出書を平成20年8月19日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第

15条第２項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書

です。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条

第３項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された

場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。 

４．「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場等

の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当

ファンドは元本が保証されているものではありません。 
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第二部 ファンド情報 

 第１ ファンドの状況 

  ２ 投資方針 

(3) 運用体制（原交付目論見書10～11ページ） 

ファンドの運用組織が以下のとおり更新されます。 

 

運用計画・・・・・・・運用本部各運用部3名程度 

投資行動・・・・・・・運用本部所属ファンド・マネージャー 3名程度 

運用成果のチェック・・レビュー委員会7名以上 、投資政策委員会 3名以上 

 

ファンドの運用を行うに当たっての社内規定 

 証券投資信託の運用に関する規則 

 内部管理体制に関する規程 

  服務規程（ファンド・マネージャー用） 

 クレジット委員会運用規定 

 証券先物取引に関する社内基準 

 各種業務マニュアル 

 コンプライアンス・マニュアル 

 リスク管理規則 

  

関係法人に関する管理体制 

受託会社・・・年１回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施 

 

４ 手数料等及び税金 
 (5) 課税上の取扱い（原交付目論見書 20～21 ページ） 

  記載内容が下記のとおり変更になります。 
受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。 

① 個人の受益者に対する課税 

＜平成 20 年 12 月 31 日まで＞ 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時およ

び償還時の個別元本超過額については、10％（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴

収が行われ、申告不要制度も適用されます。 

収益の分配および解約時・償還時の差益については配当課税が適用され、確定申告を行うことに

より、総合課税を選択することもできます。 

＜平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日まで＞ 

〇収益分配金のうち課税扱い（配当所得）となる普通分配金における源泉徴収の税率は、平成 22 年

12 月 31 日までは 10％（所得税７％および地方税３％）、平成 23 年１月１日からは 20％（所得税

15％および地方税５％）となり、原則として、確定申告は不要です。 

ただし、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までは１年間に受け取る上場株式等(上場株

式および公募株式投資信託をいいます。以下同じ。)の配当所得（１銘柄当たりの年間の支払金額

が１万円以下のものを除きます。）の合計額が 100 万円を超える場合には、確定申告が必要となり

ます。この場合、総合課税または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場

合の税率は、100 万円以下の部分については 10％（所得税７％および地方税３％）、100 万円を超

える部分については 20％（所得税 15％および地方税 5％）となります。 

〇解約時および償還時における差益（譲渡所得とみなして課税されます。）にかかる税率は、平成

22 年 12 月 31 日までは 10％（所得税７％および地方税３％）となります（特定口座（源泉徴収選

択口座）を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります。）。ただし、１年間

の上場株式等の譲渡益の合計額が 500 万円を越える部分の税率は 20％（所得税 15％および地方税

5％）となり、確定申告が必要となります。 
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＜平成 23 年 1月 1 日以降＞ 

金額にかかわらず 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率が適用されます。 

なお、ファンドは、配当控除が適用されます。 

※ 買取請求時の課税につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

②法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時およ

び償還時の個別元本超過額については、平成 21 年 3 月 31 日までは７％（所得税）、平成 21 年 4 月

1 日からは 15％（所得税）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります（地方税の源泉徴収はあ

りません。）。 

なお、ファンドは、益金不算入制度が適用されます。 

※買取請求時の課税につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

③個別元本について 

1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等（申込手数料は含ま

れません。）が受益者の元本（個別元本）に当たります。 

2)受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その

受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

3)振替受益権については振替受益権ごとに、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合につい

ては販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等

で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」

とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金※を控除

した額が、その後の個別元本となります。 

※「特別分配金」については、下記「④収益分配金の課税について」をご参照ください。 

④収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場

合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益

分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別

分配金となり、収益分配金から前記特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益

者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額

が、その後の受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するもので
はありません。 

◇ 税法が改正された場合等には、前記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関す
る記載内容が変更されることがあります。 

◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。 
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５ 運用状況（原交付目論見書 22～25 ページ） 

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

(1) 投資状況 
平成 20 年 6月末日現在 

資産の種類 国名 時価（円） 投資比率（％） 

りそな・日本株式インデックス・ 

マザーファンド受益証券 
日本 2,065,039,076 90.65

株価指数先物取引（TOPIX先物（買建）） 日本 210,960,000 9.26

現金・預金・その他の資産（負債控除後） －   1,956,811 0.09

合計（純資産総額） － 2,277,955,887 100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

(注)株価指数先物の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段または証拠金算定基準値段を用いて

います。 

（参考）りそな・日本株式インデックス・マザーファンド 
平成 20 年 6月末日現在 

資産の種類 国名 時価（円） 投資比率（％） 

株式 日本 34,538,851,485 97.72

株価指数先物取引（TOPIX 先物（買建）） 日本 791,100,000 2.24

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 13,535,451 0.04

合計（純資産総額） － 35,343,486,936 100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

(注)株価指数先物の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いてい

ます。 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

平成20年6月末日現在

順

位 

国

／ 

地

域 

種類 銘柄名 
数量 

（口） 

帳簿価額

単価 

（円） 

帳簿価額 

金額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額 

金額 

（円） 

投資 

比率

（％）

1 日本 
親投資信託 

受益証券 

りそな・日本株式

インデックス・ 

マザーファンド 

1,714,579,107 1.3109 2,247,794,927 1.2044 2,065,039,076 90.65

＊全 1銘柄 

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。 

※投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 
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③ その他投資資産の主要なもの 
平成 20 年 6月末日現在 

種別 取引所 数量（枚） 帳簿価額円） 評価額（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 

（TOPIX 先物（買建）） 
東京証券取引所 16 217,544,000 210,960,000 9.26

合計 - 16 217,544,000 210,960,000 9.26

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価額比率です。 

※株価指数先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段または証拠金算定基準値段を用いています。 

 

（参考）りそな・日本株式インデックス・マザーファンド 

① 投資有価証券の主要銘柄 
平成 20 年 6 月末日現在 

帳簿金額 時価評価額 

順位 地域 種類 銘柄名 業種 
数量 

（株） 
単価 

（円） 

金額 

（円） 

単価 

（円） 

金額 

（円） 

投資

比率

(％)

1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 261,300 5,451.73 1,424,537,700 5,010.00 1,309,113,000 3.70

2 日本 株式 
三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ 銀行業 1,164,900 1,074.48 1,251,664,700 941.00 1,096,170,900 3.10

3 日本 株式 任天堂 その他製品 11,700 61,008.35 713,797,800 59,900.00 700,830,000 1.98

4 日本 株式 キヤノン 電気機器 126,400 5,608.89 708,964,600 5,460.00 690,144,000 1.95

5 日本 株式 
三井住友フィナンシャルグ

ループ 銀行業 847 879,060.35 744,564,120 799,000.00 676,753,000 1.91

6 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 173,800 3,440.14 597,898,000 3,610.00 627,418,000 1.78

7 日本 株式 
みずほフィナンシャルグ

ループ 銀行業 1,224 552,714.14 676,522,110 496,000.00 607,104,000 1.72

8 日本 株式 ソニー 電気機器 114,200 5,161.18 589,407,200 4,640.00 529,888,000 1.50

9 日本 株式 三菱商事 卸売業 149,700 3,837.54 574,480,200 3,500.00 523,950,000 1.48

10 日本 株式 松下電器産業 電気機器 217,000 2,385.42 517,637,000 2,290.00 496,930,000 1.41

11 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 922 496,302.39 457,590,805 520,000.00 479,440,000 1.36

12 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 79,600 5,914.33 470,781,100 5,400.00 429,840,000 1.22

13 日本 株式 三井物産 卸売業 162,000 2,683.49 434,726,000 2,345.00 379,890,000 1.07

14 日本 株式 ミレアホールディングス 保険業 86,300 4,390.08 378,864,600 4,140.00 357,282,000 1.01

15 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 127,700 2,618.87 334,430,352 2,730.00 348,621,000 0.99

16 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 602,000 681.79 410,443,000 575.00 346,150,000 0.98

17 日本 株式 三菱地所 不動産業 139,000 2,872.28 399,247,000 2,430.00 337,770,000 0.96

18 日本 株式 野村ホールディングス 
証券、商品先

物取引業 210,500 1,810.97 381,210,100 1,573.00 331,116,500 0.94

19 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 379 830,506.44 314,761,941 865,000.00 327,835,000 0.93

20 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業 1,973 159,376.57 314,449,976 156,000.00 307,788,000 0.87

21 日本 株式 
ジェイ エフ イー ホー

ルディングス 鉄鋼 54,300 6,169.95 335,028,800 5,350.00 290,505,000 0.82

22 日本 株式 小松製作所 機械 94,600 3,321.78 314,240,900 2,960.00 280,016,000 0.79

23 日本 株式 日立製作所 電気機器 341,000 706.86 241,040,000 766.00 261,206,000 0.74

24 日本 株式 
セブン＆アイ・ホールディ

ングス 小売業 84,600 3,230.56 273,306,200 3,030.00 256,338,000 0.73

25 日本 株式 東芝 電気機器 307,000 870.42 267,222,000 783.00 240,381,000 0.68

26 日本 株式 信越化学工業 化学 35,500 6,366.72 226,018,600 6,580.00 233,590,000 0.66

27 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 505 524,003.59 264,621,816 453,000.00 228,765,000 0.65

28 日本 株式 三菱電機 電気機器 190,000 1,162.31 220,839,000 1,145.00 217,550,000 0.62

29 日本 株式 東海旅客鉄道 
陸運業 184 1,037,011.81 190,810,174 1,170,000.00 215,280,000 0.61

30 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 84,600 2,402.90 203,285,850 2,485.00 210,231,000 0.59

※上位30銘柄 

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率です。 
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業種別投資比率 

平成 20 年 6 月末日現在 

種類 地域 業種 投資比率(％) 

電気機器 14.34

銀行業 10.88

輸送用機器 9.00

卸売業 5.29

化学 5.19

情報・通信業 4.97

機械 4.55

電気・ガス業 4.17

医薬品 3.98

陸運業 3.46

鉄鋼 3.24

その他製品 3.05

小売業 3.04

食料品 2.89

保険業 2.65

不動産業 2.39

建設業 1.76

証券、商品先物取引業 1.56

サービス業 1.37

精密機器 1.36

ガラス・土石製品 1.21

その他金融業 1.20

非鉄金属 1.16

海運業 0.98

繊維製品 0.80

石油・石炭製品 0.73

金属製品 0.55

鉱業 0.48

ゴム製品 0.46

空運業 0.40

パルプ・紙 0.33

倉庫・運輸関連業 0.20

株式 日本 

水産・農林業 0.09

合計  97.72

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額比率です。 

② 投資不動産物件 
該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

平成 20 年 6 月末日現在 

種別 取引所 数量（枚） 帳簿価額（円） 評価額（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 

（TOPIX 先物（買建）） 
東京証券取引所 60 791,100,000 791,100,000 2.24

合計 - 60 791,100,000 791,100,000 2.24

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額比率です。 

※株価指数先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段または証拠金算定基準値段を用いています。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

平成 20 年 6 月 30 日（直近日）現在、同日前 1 年以内における各月末および各計算期間末にお

けるファンドの純資産総額および基準価額（1万口当りの純資産額）の推移は次の通りです。 

純資産総額(百万円) 基準価額(円)  

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

第1期計算期間末 

（平成17年11月21日） 
1,521 1,521 13,850 13,850

第2計算期間末 

（平成18年11月20日） 
3,806 3,806 13,921 13,921

第3計算期間末 

（平成19年11月19日） 
2,577 2,577 13,266 13,266

第4中間計算期間末 

（平成20年5月19日） 
2,498 2,498 12,875 12,875

平成19年6月末日 2,078 － 16,131 －

7月末日 1,858 － 15,499 －

8月末日 1,770 － 14,605 －

9月末日 2,828 － 14,748 －

10月末日 2,829 － 14,755 －

11月末日 2,716 － 13,954 －

12月末日 2,612 － 13,435 －

平成20年1月末日 2,395 － 12,258 －

2月末日 2,355 － 12,048 －

3月末日 2,169 － 11,142 －

4月末日 2,421 － 12,461 －

5月末日 2,499 － 12,908 －

6月末日 2,277 － 12,107 －

 

② 分配の推移 

 計算期間 1万口当たり分配金（円） 

第1期計算期間（平成16年11月19日～平成17年11月21日） 0 

第2期計算期間（平成17年11月22日～平成18年11月20日） 0 

第3期計算期間（平成18年11月21日～平成19年11月19日） 0 

第4期中間計算期間（平成19年11月20日～平成20年5月19日） 0 

 

③ 収益率の推移 

計算期間 収益率（％） 

第1期計算期間（平成16年11月19日～平成17年11月21日） 38.5 

第2期計算期間（平成17年11月22日～平成18年11月20日） 0.5 

第3期計算期間（平成18年11月21日～平成19年11月19日） △4.7 

第4期中間計算期間（平成19年11月20日～平成20年5月19日） △3.0 

（注）収益率の算出方法： 

計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額 

（分配落の額。第 1期の場合は当該計算期間の期首の基準価額（1万口当たり 10,000 円）。 

以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を、前期末基準価額で除して 100 を 

乗じた数値です。 
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第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書32～35ページ） 

原交付目論見書の「第２ 財務ハイライト情報」に以下の内容が追加されます。以下は、追加され

る内容のみ記載しております。 

(1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条の3及び第57

条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投

資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表等規則は、平成19年8月15日付内閣府令第65号により改正されておりますが、

第3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）については改正前の中間財務諸表

等規則に基づき作成しており、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から平成20年5月19日まで）に

ついては改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、

第3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）については改正前の投資信託財産

計算規則に基づき作成しており、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から平成20年5月19日まで）

については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

ここに表示する財務諸表（「中間貸借対照表」および「中間損益及び剰余金計算書」）は、有価

証券届出書「第三部ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況」（投資信託説明書（請求目論

見書））から抜粋して記載しております。 

(2)  当ファンドは、第3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）の中間財務諸

表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から

平成20年5月19日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、

新日本有限責任監査法人による中間監査を受けており、その証明にかかる監査報告書は当該財務諸表

に添付されております。 

 

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任

監査法人となりました。 
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りそな・ＴＯＰＩＸオープン 

 

(1) 中間貸借対照表 

（単位：円） 

期  別 

 

第3期中間計算期間末 

(平成19年5月20日現在） 

第4期中間計算期間末 

(平成20年5月19日現在） 

科  目 金     額 金     額 

資産の部   

 流動資産   

金銭信託 1,586,681 － 

コール・ローン 209,030,751 222,823,454 

親投資信託受益証券 3,524,917,710 2,272,621,022 

 派生商品評価勘定 4,203,450 26,751,200 

 未収入金 5,600,000 7,000,000 

 未収利息 8,383 2,441 

 差入委託証拠金 845,000 △15,968,000 

流動資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 

資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 

負債の部   

 流動負債   

未払解約金 23,804,749 7,309,760 

未払受託者報酬 1,956,229 1,258,479 

未払委託者報酬 9,781,083 6,292,346 

その他未払費用 97,749 62,864 

流動負債合計 35,639,810 14,923,449 

負債合計 35,639,810 14,923,449 

純資産の部   

元本等   

元本   

元本 2,407,194,126 1,940,385,068 

剰余金   

中間剰余金 1,303,358,039 557,921,600 

（分配準備積立金） (77,012,527) (50,462,322) 

純資産合計 3,710,552,165 2,498,306,668 

負債・純資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 
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(2) 中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

期  別 

 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

科  目 金     額 金     額 

営業収益   

受取利息 336,045 426,724 

有価証券売買等損益 421,519,109 △61,252,521 

派生商品取引等損益 29,270,700 △7,379,200 

営業収益合計 451,125,854 △68,204,997 

営業費用   

受託者報酬 1,956,229 1,258,479 

委託者報酬 9,781,083 6,292,346 

その他費用 97,749 62,864 

営業費用合計 11,835,061 7,613,689 

営業利益金額又は営業損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

経常利益金額又は経常損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

中間純利益金額又は中間純損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 181,819,275 － 

一部解約に伴う中間純損失金額分配額 － 5,798,096 

期首剰余金 1,072,194,077 634,471,092 

剰余金増加額 438,827,408 18,130,549 

当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 438,827,408 18,130,549 

剰余金減少額 465,134,964 24,659,451 

当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 465,134,964 24,659,451 

分配金 － － 

中間剰余金 1,303,358,039 557,921,600 
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

 

項 目 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

1.運用資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

2.費用・収益の計上基準 

 

 

 

3.その他 

 

(1)親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

(2)先物取引 

国内先物の評価においては、取引所の

発表する計算日の清算値段又は証拠金算

定基準値段を用いております。 

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等損

益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

当ファンドの計算期間は前期末が休日

のため、平成18年11月21日から平成19年

11年19日までとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成18年11

月21日から平成19年5月20日までとなって

おります。 

(1)親投資信託受益証券 

同左 

(2)先物取引 

国内先物の評価においては、金融商品

取引所の発表する計算日の清算値段を用

いております。 

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等損

益の計上基準 

同左 

 

当ファンドの計算期間は平成19年11月

20日から平成20年11月19日までとなって

おります。 

なお、当該中間計算期間は平成19年11

月20日から平成20年5月19日までとなって

おります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
りそな・ＴＯＰＩＸオープン  

追加型株式投資信託／インデックス型（TOPIX 連動型） 
 
 
 
 

投資信託説明書（請求目論見書）（訂正事項分） 

２００８．０８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ⅰ．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

平成20年8月20日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・ＴＯＰＩＸオープン

（請求目論見書） 2008年2月」（以下「原請求目論見書」といいます。）の記載事項のうち、新たな

情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 

 

Ⅱ．訂正の内容 

原請求目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。 

 

 

 

１．この投資信託説明書（目論見書）により行う「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の募集については、委託会社

は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成20年2月19日に関東財

務局長に提出しており、平成20年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第７条の規定に

より有価証券届出書の訂正届出書を平成20年8月19日に関東財務局長に提出しております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第

15条第３項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

３．「りそな・ＴＯＰＩＸオープン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場等

の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当フ

ァンドは元本が保証されているものではありません。 
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第４ ファンドの経理状況（原請求目論見書12～55ページ） 

 

原請求目論見書の「第４ ファンドの経理状況」に以下の内容が追加されます。以下は、追加され

る内容のみ記載しております。 

(1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条の3及び第57条の2

の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財

産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表等規則は、平成19年8月15日付内閣府令第65号により改正されておりますが、第

3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）については改正前の中間財務諸表等

規則に基づき作成しており、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から平成20年5月19日まで）につ

いては改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、

第3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）については改正前の投資信託財産

計算規則に基づき作成しており、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から平成20年5月19日まで）

については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。 

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2)  当ファンドは、第3期中間計算期間（平成18年11月21日から平成19年5月20日まで）の中間財務諸表

については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成19年11月20日から平成

20年5月19日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新

日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 

なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任

監査法人となりました。 
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1 中間財務諸表 

りそな・ＴＯＰＩＸオープン 

 

(1) 中間貸借対照表 

（単位：円） 

期  別 

 

第3期中間計算期間末 

(平成19年5月20日現在） 

第4期中間計算期間末 

(平成20年5月19日現在） 

科  目 金     額 金     額 

資産の部   

 流動資産   

金銭信託 1,586,681 － 

コール・ローン 209,030,751 222,823,454 

親投資信託受益証券 3,524,917,710 2,272,621,022 

 派生商品評価勘定 4,203,450 26,751,200 

 未収入金 5,600,000 7,000,000 

 未収利息 8,383 2,441 

 差入委託証拠金 845,000 △15,968,000 

流動資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 

資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 

負債の部   

 流動負債   

未払解約金 23,804,749 7,309,760 

未払受託者報酬 1,956,229 1,258,479 

未払委託者報酬 9,781,083 6,292,346 

その他未払費用 97,749 62,864 

流動負債合計 35,639,810 14,923,449 

負債合計 35,639,810 14,923,449 

純資産の部   

元本等   

元本   

元本 2,407,194,126 1,940,385,068 

剰余金   

中間剰余金 1,303,358,039 557,921,600 

（分配準備積立金） (77,012,527) (50,462,322) 

純資産合計 3,710,552,165 2,498,306,668 

負債・純資産合計 3,746,191,975 2,513,230,117 
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(2)中間損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

期  別 

 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

科  目 金     額 金     額 

営業収益   

受取利息 336,045 426,724 

有価証券売買等損益 421,519,109 △61,252,521 

派生商品取引等損益 29,270,700 △7,379,200 

営業収益合計 451,125,854 △68,204,997 

営業費用   

受託者報酬 1,956,229 1,258,479 

委託者報酬 9,781,083 6,292,346 

その他費用 97,749 62,864 

営業費用合計 11,835,061 7,613,689 

営業利益金額又は営業損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

経常利益金額又は経常損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

中間純利益金額又は中間純損失金額（△） 439,290,793 △75,818,686 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 181,819,275 － 

一部解約に伴う中間純損失金額分配額 － 5,798,096 

期首剰余金 1,072,194,077 634,471,092 

剰余金増加額 438,827,408 18,130,549 

当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 438,827,408 18,130,549 

剰余金減少額 465,134,964 24,659,451 

当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 465,134,964 24,659,451 

分配金 － － 

中間剰余金 1,303,358,039 557,921,600 
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(3)中間注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

 

項 目 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

1.運用資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

2.費用・収益の計上基準 

 

 

 

3.その他 

 

(1)親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。 

(2)先物取引 

国内先物の評価においては、取引所の発

表する計算日の清算値段又は証拠金算定

基準値段を用いております。 

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等損益

の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

当ファンドの計算期間は前期末が休日

のため、平成18年11月21日から平成19年11

年19日までとなっております。 

なお、当該中間計算期間は平成18年11

月21日から平成19年5月20日までとなって

おります。 

(1)親投資信託受益証券 

同左 

(2)先物取引 

国内先物の評価においては、金融商品取

引所の発表する計算日の清算値段を用い

ております。 

 

有価証券売買等損益、派生商品取引等損益

の計上基準 

同左 

 

当ファンドの計算期間は平成19年11月

20日から平成20年11月19日までとなって

おります。 

なお、当該中間計算期間は平成19年11月

20日から平成20年5月19日までとなってお

ります。 

 

（中間貸借対照表に関する注記） 

第3期中間計算期間末 

(平成19年5月20日現在） 

第4期中間計算期間末 

(平成20年5月19日現在） 

1.中間計算期間の末日における受益権の総数 

2,407,194,126口

 

2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額   

1口当たり純資産額                   1.5414円

（10,000口当たり純資産額                15,414円）

1.中間計算期間の末日における受益権の総数 

1,940,385,068口

 

2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 

  1口当たり純資産額                           1.2875円 

（10,000口当たり純資産額                    12,875円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬）               1,956,229円

該当事項はありません。 
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（重要な後発事象に関する注記） 

第3期中間計算期間（自 平成18年11月21日  至 平成19年 5月20日） 

該当事項はありません。 

 

第4期中間計算期間（自 平成19年11月20日  至 平成20年 5月19日） 

該当事項はありません。 

 

（その他の注記）  

1.元本の移動 

第3期中間計算期間 

自  平成18年11月21日 

至  平成19年 5月20日 

第4期中間計算期間 

自  平成19年11月20日 

至  平成20年 5月19日 

  期首元本額                         2,734,191,970円

期中追加設定元本額                    829,815,155円

期中一部解約元本額                   1,156,812,999円

期首元本額                        1,942,684,055円

期中追加設定元本額                      73,485,025円

期中一部解約元本額                      75,784,012円

 

2.売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等 

第3期中間計算期間（自 平成18年11月21日  至 平成19年 5月20日） 

該当事項はありません。 

 

第4期中間計算期間（自 平成19年11月20日  至 平成20年 5月19日） 

該当事項はありません。 

 

3.デリバティブ取引関係 

株式関連 

第3期中間計算期間末 

（平成19年5月20日現在） 

契 約 額 等(円) 時   価(円) 評価損益(円) 
区 分 種  類 

うち1年超  

株価指数先物取引   
市場取引 

買  建 182,235,000 － 186,450,000 4,203,450

合    計 182,235,000 － 186,450,000 4,203,450

 

第4期中間計算期間末 

（平成20年5月19日現在） 

契 約 額 等(円) 時   価(円) 評価損益(円) 
区 分 種  類 

うち1年超  

株価指数先物取引   
市場取引 

買  建 197,472,000 － 224,240,000 26,751,200

合    計 197,472,000 － 224,240,000 26,751,200

（注）時価の算定方法 

先物取引 

1.国内先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 

2.先物取引の評価においては、当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段を用いています。 
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参考 

りそな・日本株式インデックス・マザーファンド 

 

当ファンドは「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。 

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。 

 

1「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

 

(1) 貸借対照表 

（単位：円） 

対象年月日 （平成20年5月19日現在） 

科    目 金     額 

資産の部  

 流動資産  

コール・ローン 1,112,272,251 

株式 34,011,899,239 

派生商品評価勘定 73,248,400 

未収配当金 264,298,816 

未収利息 12,189 

差入委託証拠金 △9,735,000 

 流動資産合計 35,451,995,895 

資産合計 35,451,995,895 

負債の部  

 流動負債  

派生商品評価勘定 392,350 

未払解約金 40,900,000 

流動負債合計 41,292,350 

負債合計 41,292,350 

純資産の部  

 元本等  

  元本  

元本 27,668,969,451 

剰余金  

剰余金 7,741,734,094 

純資産合計 35,410,703,545 

負債・純資産合計 35,451,995,895 
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(2) 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

項 目 

自 平成19年11月20日 

至 平成20年 5月19日 

1.運用資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

2.費用・収益の計上基準 

(1)株式 

原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその 終相場（計

算日に 終相場のない場合には、直近の日の 終相場）で評価しております。 

(2)先物取引 

国内先物の評価においては、金融商品取引所の発表する計算日の清算値段を用

いております。 

 

(1)受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想

配当金額を計上しております。 

(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

その他の注記） 

（平成20年5月19日現在） 

1.期首 平成19年11月20日

期首元本額                19,983,947,367円

期首より平成20年5月19日までの期中追加設定元本額                 9,166,322,500円

期首より平成20年5月19日までの期中一部解約元本額                 1,481,300,416円

期末元本額                27,668,969,451円

期末元本額の内訳※  

りそな・ＴＯＰＩＸオープン                 1,775,762,637円

りそな・ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                   404,451,050円

りそな・日本株式インデックス・ファンド                   103,967,038円

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡ（適格機関投資家専用）                 5,484,833,566円

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡＴ（適格機関投資家限定）                13,289,204,242円

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡＩ（適格機関投資家専用）                   464,175,806円

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡＤ（適格機関投資家専用） 4,628,664,716円

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡＤ２（適格機関投資家専用） 1,517,910,396円

2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額  

1口当たり純資産額                        1.2798円

（10,000口当たり純資産額 12,798円）

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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 ２ ファンドの現況 

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

純資産額計算書 

平成20年6月30日 

 円 

Ⅰ 資産総額 2,286,321,475 

Ⅱ 負債総額 8,365,588 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,277,955,887 

Ⅳ 発行済数量（口） 1,881,444,088 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

（１万口当たりの純資産額） 
1.2107 

(12,107) 

 

（参考） 

りそな･日本株式インデックス・マザーファンドの現況 

純資産額計算書 

平成20年6月30日 

 円 

Ⅰ 資産総額 37,398,385,427 

Ⅱ 負債総額 2,054,898,491 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,343,486,936 

Ⅳ 発行済数量（口） 29,345,252,188 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

（１万口当たりの純資産額） 

1.2044 

(12,044) 

 

第５ 設定及び解約の実績（原請求目論見書55ページ） 

全文が、以下の通り更新訂正されます。以下は、訂正後の内容のみ記載しております。 

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第１期計算期間 

（平成16年 11月 19日～平成17年11月21日） 
1,996,656,088 898,116,542

第２期計算期間 

（平成17年11月22日～平成18年 11月20日） 
2,768,758,544 1,133,106,120 

第３期計算期間 

（平成18年11月21日～平成19年 11月19日） 
1,643,071,528 2,434,579,443 

第４期中間計算期間 

（平成19年11月20日～平成20年 5月19日） 
73,485,025 75,784,012

（注 1） 本邦外における設定および解約の実績はありません。 

（注 2） 第１期計算期間における設定数量は、当初申込期間中の設定数量を含みます。 
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